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第７６号議案  

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例  

（桶川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第１条 桶川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年桶

川市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する  

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

(減給の効果 ) (減給の効果 ) 

第 3条  減給は、 1日以上 6月以下の期間給

料の 10分の 1以下を減ずるものとする。  

第 3条  減給は、 1日以上 6月以下の期間、

給料 (地方公務員法第 22条の 2第 1項第 1号

に掲げる職員にあつては報酬の額 )の 10

分の 1以下を減ずるものとする。  

  

（桶川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第２条 桶川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３

０年桶川市条例第７号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正後の欄の項に対応する改正前の欄の項が存在し

ない場合にあっては、当該改正後の欄の項を加える。  

改正前  改正後  

(休職の効果 ) (休職の効果 ) 

第 3条  略  第 3条  略  

3 略   3 略   

 4 法第 22条の 2第 1項に規定する会計年度

任用職員に対する第 1項の規定の適用に

ついては、同項中「 3年を超えない範囲

内」とあるのは、「法第 22条の 2第 2項の

規定により任命権者が定める任期の範囲

内」とする。  

  

（桶川市職員の給与に関する条例の一部改正）  



－ － 2 

第３条 桶川市職員の給与に関する条例 （昭和３０年桶川市条例第９

号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の項に対応する改正後の欄の項が存在し

ない場合にあっては、当該改正前の欄の項を削る。  

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

(給料表及び等級別基準職務表 ) (給料表及び等級別基準職務表 ) 

第 3条  略  第 3条  略  

2 略  2 略  

3 前項の給料表 (以下単に「給料表」とい

う。 )は、第 17条の 8第 1項に規定する職

員以外の全ての職員に適用するものとす

る。  

3 前項の給料表 (以下単に「給料表」とい

う。 )は、第 17条の 8に規定する職員以外

の全ての職員に適用するものとする。  

 (臨時又は非常勤の職員の給与 )  (会計年度任用職員の給与等 ) 

第 17条の 8 臨時又は非常勤の職員 (再任用

短時間勤務職員を除く。次項において同

じ。 )については、任命権者は、他の職

員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲

内で手当を支給するものとする。  

第 17条の 8 地方公務員法第 22条の 2第 1項

に規定する会計年度任用職員の給与及び

費 用 弁 償 に つ い て は 、 別 に 条 例 で 定 め

る。  

2  前項の職員には、他の条例に別段の定

めがない限り、前項の手当のほか、他の

いかなる給与も支給しない。  

 

  

（桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正）  

第４条 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和４１年桶川市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。  

  (1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）の表

示及びそれに対応する改正後の欄の項（以下「改正後の項」とい

う。）の表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の項
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を当該改正後の項とする。  

(2) 次の表中、改正前の項に対応する改正後の項が存在しない場合

にあっては、当該改正前の項を削る。  

  (3) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する改   

正後の欄の太線に囲まれた部分に改める。  

改正前  改正後  

 別表 (第 1条、第 5条関係 ) 別表 (第 1条、第 5条関係 ) 

区分 
報酬の種類及び

額    (円) 

費用

弁償 

(円) 

旅費

の額 

 略     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育指導員 月額 127,900 0 

スポーツ推進委

員 

日額 6,000 700 

教育センター所

長 

日額 6,000 700 

非常勤の地域公

民館長(週1回勤

務の者) 

月額 28,600 700 

非常勤の地域公

民館長(週4回勤

務の者) 

月額 138,600 0 

 略    

商工振興委員会

委員 

日額 6,000 700 

内職相談員 月額 71,800 0 

消費生活相談員 日額 10,500 700 

 略    

自転車対策協議

会委員 

日額 6,000 700 

交通指導員 月額 39,900 700 

 略    

福祉事務所嘱託 日額 13,400 2,500 
 

区分 
報酬の種類及び

額    (円) 

費用

弁償 

(円) 

旅費

の額 

 略     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ推進委

員 

日額 6,000 700 

 略    

商工振興委員会

委員 

日額 6,000 700 

 略    

自転車対策協議

会委員 

日額 6,000 700 

 略    

福祉事務所嘱託 日額 13,400 2,500 
 



－ － 4 

医     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市税等徴収嘱託

員 

月額 70,000 0 

家庭児童相談員 月額 120,100 0 

 略    

産業医 月額 70,000

以内 

2,500 

区長 年額 232,700 700 

区長代理 年額 48,600 700 

予防接種健康被

害調査委員会委 

員 

日額 12,600 2,500 

農事実行組合長 年額 16,500 700 
 

医     

 

 

 

 

 

 

 略    

桶川市児童発達

支援センター分

室発達相談医 

日額 45,000 2,500 

産業医 月額 70,000

以内 

2,500 

予防接種健康被 

害調査委員会委 

員 

日額 12,600 2,500 

 

 備考   備考  

5 略  5 略  

6  区長の年額報酬は基準額であり、支給

に当たつては、平等割を 5割 5分とし、担

当世帯割（毎年 4月 1日現在の住民基本台

帳世帯数とする。）を 4割 5分とする。  

 

7  市税等徴収嘱託員の月額報酬は基準額

で あ り 、 能 率 報 酬 額 と し て 徴 収 金 額 に

100分の 2を乗じて得た額及び納税指導手

当として口座振替加入手続 1件につき 100

円を加えた額を増額するものとする。  

 

8  交 通 指 導 員 の 月 額 報 酬 は 基 準 額 で あ

り、 1日に連続して 3時間以上にわたり公

務に従事した場合は、 1日につき 2,000円

をその額に増額するものとする。  

 

9 略  6 略  

  

（現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）  

第５条 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４４年桶川

市条例第２号）の一部を次のように改正する。  
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(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

   現業職員の給与の種類及び基準に

関する条例  

桶川市現業職員の給与の種類及

び基準に関する条例  

(臨時職員の給与 ) (会計年度任用職員の給与 ) 

第 18条  臨時職員の給与は、職員の給与と

の権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を

支給する。  

第 18条  地方公務員法第 22条の 2第 1項に規

定する会計年度任用職員として任用され

る現業職員の給与の額、種類、支給方法

その他給与の支給については、桶川市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例 (令和  年条例第  号 )の例によ

る。  

  

（桶川市公民館設置及び管理条例の一部改正）  

第６条 桶川市公民館設置及び管理条例（昭和５２年桶川市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の項に対応する改正後の欄の項が存在し

ない場合にあっては、当該改正前の欄の項を削る。  

改正前  改正後  

(職員 ) (職員 ) 

第 6条  略  第 6条  略  

2 略  2 略  

3 非常勤の館長の任期は、 4年とする。   

  

（桶川市職員の旅費に関する条例の一部改正）  

第７条 桶川市職員の旅費に関する条例（昭和５８年桶川市条例第５

号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  
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(用語の意義 ) (用語の意義 ) 

第 2条  略  第 2条  略  

 (1)  職 員  一 般 職 に 属 す る 職 員 を い

う。  

 (1)  職 員  一 般 職 に 属 す る 職 員 を い

う。 (地方公務員法第 22条の 2第 1項第 1

号に掲げる職員を除く。 )。  

  

（桶川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

第８条 桶川市職員の育児休業等に関する条例（平成４年桶川市条例第

７号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の条の表示及びそれに対応する改正後の

欄の条の表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の欄

の条を当該改正後の欄の条とする。  

  (2) 次の表中、改正後の欄の条、項及び号に対応する改正前の欄の条、

項及び号が存在しない場合にあっては、当該改正後の欄の条、項

及び号を加える。  

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。ただし、第１号に掲

げる場合を除く。  

(4) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する

改正後の欄の太線で囲まれた部分に改める。  

改正前  改正後  

(育児休業をすることができない職員 ) (育児休業をすることができない職員 ) 

第 2条  略  第 2条  略  

(2) 略  (2) 略  

 (3) 次のいずれかに該当する非常勤職

員以外の非常勤職員  

 ア  次の いずれ に も 該当する 非常勤

職員  

 (ア ) 任命権者を同じくする職 (以

下「特定職」という。 )に引き続

き在職した期間が 1年以上である
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非常勤職員  

 (イ ) その養育する子 (育児休業法

第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 子 を い

う。以下同じ。 )が 1歳 6箇月に達

する日 (以下「 1歳 6箇月到達日」

という。 ) (第 2条の 4の規定に該

当する場合にあっては、 2歳に達

する日 )までに、その任期 (任期

が更新される場合にあっては、

更新後のもの )が満了すること及

び特定職に引き続き採用されな

いことが明らかでない非常勤職

員  

 (ウ）  勤務日の日数を考慮して市

規則で定める非常勤職員  

 イ  第 2条の 3第 3号に掲げる場合に該

当する非常勤職員 (その養育する子

が 1歳に達す る日 (以 下この号 及び

同 条 に お い て 「 1歳 到 達 日 」 と い

う。 ) (当該子に つい て当該非 常勤

職 員が す る 育児 休 業 の 期間 の 末日

とされた日が当該子の 1歳到達日後

で ある 場 合 にあ っ て は 、当 該 末日

と され た 日 ）に お い て 育児 休 業を

している非常勤職員に限る。 ) 

 ウ  その 任期の 末日 を育児休 業の期

間 の末 日 と する 育 児 休 業を し てい

る 非常 勤 職 員で あ っ て 、当 該 育児

休 業に 係 る 子に つ い て 、当 該 任期

が 更新 さ れ 、又 は 当 該 任期 の 満了

後 に特 定 職 に引 き 続 き 採用 さ れる

こ とに 伴 い 、当 該 任 期 の末 日 の翌

日 又は 当 該 引き 続 き 採 用さ れ る日

を 育児 休 業 の期 間 の 初 日と す る育

児休業をしようとするもの  
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第 2条の 2 略  第 2条の 2 略  

 (育児休業法第 2条第 1項の条例で定める

日 ) 

 第 2条の 3 育児休業法第 2条第 1項の条例で

定める日は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日とする。  

 (1) 次号及び第 3号に掲げる場合以外の

場合  非常勤職員の養育する子の 1歳

到達日  

 (2) 非常勤職員の配偶者 (届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。 )が当該非常勤

職員の養育する子の 1歳到達日以前の

いずれかの日において当該子を養育す

るために育児休業その他の法律の規定

による育児休業 (以下この条及び次条

に お い て 「 地 方 等 育 児 休 業 」 と い

う。 )をしている場合において当該非

常勤職員が当該子について育児休業を

しようとする場合 (当該育児休業の期

間の初日とされた日が当該子の 1歳到

達日の翌日後である場合又は当該地方

等育児休業の期間の初日前である場合

を除く。 )当該子が 1歳 2箇月に達する

日 (当該日が当該育児休業の期間の初

日とされた日から起算して育児休業等

可能日数 (当該子の出生の日から当該

子の 1歳到達日までの日数をいう。 )か

ら育児休業等可能日数 (当該子の出生

の日以後当該非常勤職員が労働基準法

(昭和 22年法律第 49号 )第 65条第 1項及

び第 2項の規定により勤務しなかった

日数と当該子について育児休業をした

日数を合算した日数をいう。 )を差し

引いた日数を経過する日より後の日で
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あるときは、当該経過する日 ) 

 (3) 1歳から 1歳 6箇月に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子

の 1歳到達日 (当該子を養育する非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当してす

る育児休業又は当該非常勤職員の配偶

者が同号に掲げる場合若しくはこれに

相当する場合に該当してする地方等育

児休業の期間の末日とされた日が当該

子の 1歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日 (当該育児休

業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が

異なるときは、そのいずれかの日 ))の

翌日 (当該子の 1歳到達日後の期間にお

いてこの号に掲げる場合に該当してそ

の任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されるものにあっては、当該任期

の末日の翌日又は当該引き続き採用さ

れる日 )を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合であっ

て、次に掲げる場合のいずれにも該当

するとき  当該子の 1歳 6箇月到達日  

 ア  当該子について、当該非常勤

職員が当該子の 1歳到達日 (当該

非常勤職員がする育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の 1

歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日 )におい

て育児休業をしている場合又は

当該非常勤職員の配偶者が当該

子の 1歳到達日 (当該配偶者がす
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る地方等育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の 1歳到達日

後である場合にあっては、当該

末日とされた日 )において地方等

育児休業をしている場合  

 イ  当該子の 1歳到達日後の期間に

ついて育児休業をすることが継

続的な勤務のために特に必要と

認められる場合として市規則で

定める場合に該当する場合  

 (育児休業法第 2条第 1項の条例で定める

場合 ) 

 第 2条の 4 育児休業法第 2条第 1項の条例で

定める場合は、 1歳 6箇月から 2歳に達す

るまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の 1歳 6箇月到達日の翌日 (当該

子の 1歳 6箇月到達日後の期間においてこ

の条の規定に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業を

している非常勤職員であって当該任期が

更新され、又は当該任期の満了後に特定

職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の に あ っ て

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き

続き採用される日 )を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合

であって、次の各号のいずれにも該当す

るときとする。  

 (1) 当該子について、当該非常勤職員

が当該子の 1歳 6箇月到達日において育

児休業をしている場合又は当該非常勤

職員の配偶者が当該子の 1歳 6箇月到達

日において地方等育児休業をしている

場合  

 (2) 当該子の 1歳 6箇月到達日後の期間

について育児休業をすることが継続的



－ － 11 

な勤務のために特に必要と認められる

場合として市規則で定める場合に該当

する場合  

第 2条の 3 略  第 2条の 5 略  

(育児休業法第 2条第 1項ただし書の条例

で定める特別の事情 ) 

(育児休業法第 2条第 1項ただし書の条例

で定める特別の事情 ) 

第 3条  略  第 3条  略  

 (6) 略   (6) 略  

 ( 7 )  第 2条の 3第 3号に掲げる場合に

該当する こと又 は第 2条の 4の規定

に該当すること。  

 (8) その任期の末日を育児休業の期

間 の末 日 と する 育 児 休 業を し てい

る 非常 勤 職 員が 、 当 該 育児 休 業に

係 る子 に つ いて 、 当 該 任期 が 更新

さ れ、 又 は 当該 任 期 の 満了 後 に 特

定 職に 引 き 続き 採 用 さ れる こ とに

伴 い、 当 該 任期 の 末 日 の翌 日 又は

当 該引 き 続 き採 用 さ れ る日 を 育児

休 業の 期 間 の初 日 と す る育 児 休業

をしようとすること。  

(育児休業をしている職員の期末手当等

の支給 ) 

(育児休業をしている職員の期末手当等

の支給 ) 

第 7条  桶川市職員の給与に関する条例 (昭

和 30年桶川市条例第 9号。以下「給与条

例」という。 )第 17条の 4第 1項に規定す

るそれぞれの基準日に育児休業をしてい

る職員のうち、基準日以前 6箇月以内の

期間において勤務した期間 (市規則で定

めるこれに相当する期間を含む。 )があ

る職員には、当該基準日に係る期末手当

を支給する。  

第 7条  桶川市職員の給与に関する条例 (昭

和 30年桶川市条例第 9号。以下「給与条

例」という。 )第 17条の 4第 1項又は桶川

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に 関 す る 条 例 (令 和  年 桶 川 市 条 例 第   

号。以下「会計年度条例」という。 )第

13条に規定するそれぞれの基準日に育児

休業をしている職員のうち、基準日以前

6箇月以内の期間において勤務した期間

(市規則で定めるこれに相当する期間を

含む。 )がある職員には、当該基準日に

係る期末手当を支給する。  
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2 給与条例第 17条の 7第 1項に規定するそ

れぞれの基準日に育児休業をしている職

員のうち、基準日以前 6箇月以内の期間

において勤務した期間がある職員には、

当該基準日に係る勤勉手当を支給する。  

2 給与条例第 17条の 7第 1項に規定するそ

れぞれの基準日に育児休業をしている職

員 (地方公務員法 (昭和 25年法律第 261号 )

第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用

職員を除く。 )のうち、基準日以前 6箇月

以内の期間において勤務した期間がある

職員には、当該基準日に係る勤勉手当を

支給する。  

(育児休業をした職員の職務復帰後にお

ける号給の調整 ) 

(育児休業をした職員の職務復帰後にお

ける号給の調整 ) 

第 8条  育児休業をした職員が職務に復帰

した場合において、部内の他の職員と均

衡上必要があると認められるときは、そ

の育児休業の期間を 100分の 100以下の換

算率により換算して得た期間を引き続き

勤務したものとみなして、その職務に復

帰した日及びその日後における最初の職

員の昇給を行う日として市規則で定める

日又はそのいずれかの日に、昇給の場合

に準じてその者の号給を調整することが

できる。  

第 8条  育児休業をした職員 (地方公務員法

第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用

職員を除く。 )が職務に復帰した場合に

おいて、部内の他の職員と均衡上必要が

あると認められるときは、その育児休業

の期間を 100分の 100以下の換算率により

換算して得た期間を引き続き勤務したも

のとみなして、その職務に復帰した日及

びその日後における最初の職員の昇給を

行う日として市規則で定める日又はその

いずれかの日に、昇給の場合に準じてそ

の者の号給を調整することができる。  

(育児短時間勤務職員等についての特殊

勤務手当条例の特例 ) 

(育児短時間勤務職員等についての特殊

勤務手当条例の特例 ) 

第 17条  略  第 17条  略  

 

第11条 地方公務員法

(昭和 25年法

第261号)第28

条の4第1項、

第28条の5第1

項又は第28条

の6第1項若し

くは第 2項の

規定により採 

地方公務員の育

児休業等に関す

る法律(平成3年

法律第 110号 )第

10条第1項に規定

する育児短時間

勤務の承認を受

けた職員(同法第

17条の規定によ 
 

第11条 地方公務員法

第28条の4第1

項、第28条の

5第1項又は第

28条の6第1項

若しくは第 2

項の規定によ

り採用された

職員で同法第 

地方公務員の育

児休業等に関す

る法律 (平成3年

法律第 110号 )第

10条第1項に規定

する育児短時間

勤務の承認を受

けた職員(同法第

17条の規定によ 
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 用された職員

で同法第28条

の5第1項に規

定する短時間

勤務職員の職

を占めるもの 

る短時間勤務を

することとなっ

た職員を含む。) 

第2条第3項 第2条第2項 
 

 28条の5第1項

に規定する短

時間勤務職員

の職を占める

もの 

る短時間勤務を

することとなっ

た職員を含む。) 

第2条第3項 第2条第2項 

(短時間勤務職員についての給与条例の

特例 ) 

 (短時間勤務職員についての給与条例の

特例 ) 

第 19条  略  第 19条  略  

 

略    

第17条の8第1項 再任用短

時間勤務

職員 

短時間勤務職員 

第17条の9第1項 再任用職

員 

短時間勤務職員 

 

略    

第17条の9第1項 再任用職

員 

短時間勤務職員 

(部分休業をすることができない職員 ) (部分休業をすることができない職員 ) 

第 21条  育児休業法第 19条第 1項の条例で

定める職員は、育児短時間勤務又は育児

休業法第 17条の規定による短時間勤務を

している職員とする。  

第 21条  育児休業法第 19条第 1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。  

 (1)  育児休業法第 17条の規定による短

時間勤務をしている職員  

 (2)  次のいずれにも該当する非常勤職

員以外の非常勤職員 (地方公務員法第

28条の 5第 1項に規定する短時間勤務の

職を占める職員 (以下「再任用短時間

勤務職員等」という。 )を除く。 ) 

 ア  特定 職に 引 き続 き在職し た期間

が 1年以上である非常勤職員  

 イ  勤務 日の日 数及 び勤務日 ごとの

勤 務時 間 を 考慮 し て 市 規則 で 定め

る非常勤職員  

(部分休業の承認 ) (部分休業の承認 ) 
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第 22条  部分休業 (育児休業法第 19条第 1項

に 規 定 す る 部 分 休 業 を い う 。 以 下 同

じ。 )の承認は、正規の勤務時間の始め

又は終わりにおいて、 30分を単位として

行うものとする。  

第 22条  部分休業 (育児休業法第 19条第 1項

に 規 定 す る 部 分 休 業 を い う 。 以 下 同

じ。 )の承認は、正規の勤務時間 (非常勤

職員 (再任用短時間勤務職員等を除く。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )に あ っ て

は、当該非常勤職員について定められた

勤務時間 )の始め又は終わりにおいて、

30分を単位として行うものとする。  

2 勤務時間条例第 14条第 2項第 6号の規定

による特別休暇又は同条例第 15条の 2第 1

項の規定による介護時間の承認を受けて

勤務しない職員に対する部分休業の承認

については、 1日につき 2時間から当該特

別休暇又は当該介護時間の承認を受けて

勤務しない時間を減じた時間を超えない

範囲内で行うものとする。  

2 勤務時間条例第 14条第 2項第 6号の規定

による特別休暇又は同条例第 15条の 2第 1

項の規定による介護時間の承認を受けて

勤務しない職員 (非常勤職員を除く。 )に

対する部分休業の承認については、 1日

につき 2時間から当該特別休暇又は当該

介護時間の承認を受けて勤務しない時間

を減じた時間を超えない範囲内で行うも

のとする。  

 3  非常勤職員に対する部分休業の承認に

ついては、 1日につき、当該非常勤職員

について 1日につき定められた勤務時間

から 5時間 45分を減じた時間を超えない

範囲内で (当該非常勤職員が当該特別休

暇又は育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(平成 3年法律第 76号 )第 61条第 32項にお

いて読み替えて準用する同条第 29項の規

定 に よ る 介 護 を す る た め の 時 間 (以 下

「介護をするための時間」という。 )の

承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 時 間 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 か

つ、 2時間から当該育児時間又は当該介

護をするための時間の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間を超えない範囲

内で）行うものとする。  

 (部分休業をしている職員の給与の取扱  (部分休業をしている職員の給与の取扱
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い ) い ) 

第 23条  職員が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第 12条の規

定にかかわらず、その勤務しない 1時間

につき、給与条例第 16条に規定する勤務

1時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。  

第 23条  職員が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第 12条 (会

計年度任用職員にあっては、会計年度条

例第 15条及び第 24条 )の規定にかかわら

ず、その勤務しない 1時間につき、給与

条例第 16条 (会計年度任用職員にあって

は、会計年度条例第 14条及び第 23条 )に

規定する勤務 1時間当たりの給与額を減

額して給与を支給する。  

  

（桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）  

第９条 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年

桶川市条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

(非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇 ) (会計年度任用職員の勤務時間、休日及

び休暇 ) 

第 19条  非常勤職員 (再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員を除く。 )

の勤務時間、休日及び休暇については、

第 2条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら

ず、その職務の性質等を考慮して、別に

定める基準に従い、任命権者が定める。  

第 19条  地方公務員法第 22条の 2第 1項に規

定する会計年度任用職員の勤務時間、休

日及び休暇については、第 2条から前条

までの規定にかかわらず、その職務の性

質等を考慮して、別に規則で定める。  

  

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）  

第１０条  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年桶

川市条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の号（以下「改正前の号」という。）の

表示及びそれに対応する改正後の欄の号（以下「改正後の号」と

いう。）の表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の
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号を当該改正後の号とする。  

(2) 次の表中、改正前の号に対応する改正後の号が存在しない場合

にあっては、当該改正前の号を削る。  

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

(職員の派遣 ) (職員の派遣 ) 

第 2条  略  第 2条  略  

 (4) 公益財団法人けやき文化財団    

 (5) 略   (4) 略  

2 略  2 略  

(3) 地方公務員法第 22条第 1項に規定す

る条件付採用になっている職員  

(3) 地方公務員法第 22条に規定する条

件付採用になっている職員  

  

（桶川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）  

第１１条  桶川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１

７年桶川市条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

(報告事項 ) (報告事項 ) 

第 3条  前条の規定により人事行政の運営

の状況に関し、任命権者が報告しなけれ

ばならない事項は、職員 (臨時的に任用

された職員及び非常勤職員 (地方公務員

法第 28条の 5第 1項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。 )を除く。以

下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 と す

る。  

第 3条  前条の規定により人事行政の運営

の状況に関し、任命権者が報告しなけれ

ばならない事項は、職員 (臨時的に任用

された職員及び非常勤職員 (地方公務員

法第 28条の 5第 1項に規定する短時間勤務

の職を占める職員及び同法第 22条の 2第 1

項第 2号に掲げる職員を除く。 )を除く。

以下同じ。 )に係る次に掲げる事項とす

る。  

  

（桶川市教育センター設置及び管理条例の一部改正）  
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第１２条  桶川市教育センター設置及び管理条例（平成２４年桶川市条

例第２２号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の項に対応する改正後の欄の項が存在し

ない場合にあっては、当該改正前の欄の項を削る。  

改正前  改正後  

(職員 ) (職員 ) 

第 5条  略  第 5条  略  

2 略  2 略  

3 非常勤の所長の任期は、 2年とする。   

  

（桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  

第１３条  桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６

年桶川市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

改正前  改正後  

(特定任期付職員等についての給与条例

の適用除外等 ) 

(特定任期付職員等についての給与条例

の適用除外等 ) 

第 10条  略  第 10条  略  

5 任期付短時間勤務職員に対する給与条

例第 10条、第 13条及び第 17条の 8の規定

の適用については、給与条例第 10条第 2

項第 2号中「再任用短時間勤務職員」と

あるのは「桶川市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例 (平成 26年桶川市条

例第 4号 )第 9条に規定する任期付短時間

勤 務 職 員 (以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員」という。 )」と、給与条例第 13条第 2

項中「再任用短時間勤務職員」とあるの

は「任期付短時間勤務職員」と、給与条

例第 17条の 8第 1項中「再任用短時間勤務

職員」とあるのは「任期付短時間勤務職

員」とする。  

5 任期付短時間勤務職員に対する給与条

例第 10条及び第 13条の規定の適用につい

ては、給与条例第 10条第 2項第 2号中「再

任用短時間勤務職員」とあるのは「桶川

市一般職の任期付き職員の採用等に関す

る条例 (平成 26年中桶川市条例第 4号 )第 9

条 に 規 定 す る 任 期 付 き 短 時 間 勤 務 職 員

(以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う。 )」と、給与条例第 13条第 2項中「再

任用短時間勤務職員」とあるのは「任期

付短時間勤務職員」とする。  
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附  則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

  令和元年１２月１１日提出  

桶川市長  小  野  克  典  

      提  案  理  由  

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員制度

の導入に係る関係条例の規定の整備を行いたいので、この案を提出するも

のである。  


